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社会保険労務士 東弘宣

1



2

本日ご紹介する助成金

１．業務改善助成金

２．働き方改革推進支援助成金
・業種別課題対応コース（建設、運送）

・労働時間短縮・年休促進支援コース

・勤務間インターバル導入コース

・団体推進コース

３．両立支援等助成金
・出生時両立支援コース（子育てパパ支援助成金）

・介護離職防止支援コース

・育児休業等支援コース

・育休中等業務代替支援コース

・柔軟な働き方選択制度等支援コース

・不妊治療両立支援コース

４．６５歳超雇用推進助成金

・６５歳超継続雇用促進コース

・高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

・高年齢者無期雇用転換コース

５．キャリアアップ助成金

・正社員化コース

・賃金規定等改定コース

・賃金規定等共通化コース

・賞与・退職金制度導入コース

・社会保険適用時処遇改善コース

・障害者正社員化コース
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共通要件

A．受給できる事業主

１．雇用保険適用事業所の事業主（被保険者が存在する）

２．支給審査協力（書類整備・保管、審査に必要な書類の提出、実地調査の受入）

３．申請期間内に申請

B．受給できない事業主

１．不正受給による不支給決定、または取消しを受けた場合、５年を経過していない

２．不正受給に関与した役員等がいる

３．労働保険の保険料を納入していない

４．申請１年前までに労働関係法令違反がある

５．性風俗関連営業、接待を伴う飲食店等

６．事業主、役員が暴力団と関わりがある



助成内容が中小企業と中小企業以外とで異なるものがあります。

中小企業の範囲は下表のとおり。

原則として、次の表の「資本金の額・出資の総額」か「常時雇用する労働者の数」の

いずれかを満たす企業が「中小企業」に該当

4

中小企業の範囲
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業務改善助成金
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業務改善助成金
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業務改善助成金
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業務改善助成金

生産性が6％以上または
1％以上（6％未満）伸
びていること
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業務改善助成金
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業務改善助成金
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業務改善助成金

取組み内容 導入前の状況 導入後の効果

屋根付き作業場の設
置

天候により溶接作業や生コン作成作
業を中断し たり、建設資材の養生を
行っていたため、作業効 率が悪かった。

作業場に屋根を設置することにより、
資材の養生の手間が省け、天候に関わ
りなく、作業可能となり、労働能率が
増進した。

住宅営業支援ソフト
の導入

プレゼン資料の作成にＣＡＤデータを
使用していたが、手作業で外観パース
を作成し、それを修正 する作業に時間
がかかっていた。

住宅営業支援ソフトを導入することで、
実作業時間に８時間～１０時間か かっ
ていたものが、２時間程度に短縮され
た。また、修正作業も不要となった。

油圧ブレーカー、雑
木・草刈り機の導入

人力によるハツリ作業、雑木・草の刈
払作業は、 作業時間がかかり、作業者
の負担も大きかった。

油圧ブレーカー、雑木・草刈り機（建
設機械のアタッチメント）の導入によ
り、 人力によるハツリや刈払の作業時
間が大幅に短縮するとともに、規模の
大きな仕事も受注できるようになり、
労働能率が増進した。

【建設業】業務改善助成金 活用事例 1
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業務改善助成金

取組み内容 導入前の状況 導入後の効果

建築の積算ソフトの
導入

手作業で計算していたので、見積もり
を依頼されて３日 ほど時間がかかって
いた。

積算ソフトを導入したことにより、１
日で見積もりを出せるようになり、大
幅な労働能率の改善につながった。 
また、積算ソフトを導入することでミ
スもなくなり、お客様のニーズに素早
く対応でき、売上も上がった。

クラウドシステムの
導入

客先で見積もりの依頼、重要なデータ
を確認する場合、 いちいち会社に確認
していたので、時間のロスが多かった。

ＶＰＮ装置の導入により、どこからで
も完全に手元のタブレットや携帯でア
クセスが可能となり、移動時間が大幅
に短縮でき、商談回数の軽減及び商談
時間の短縮が可能となり、業務の効率
が数段に上がっている。

【建設業】業務改善助成金 活用事例 2
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業務改善助成金

取組み内容 導入前の状況 導入後の効果

コンサルティング 工事の作業の進捗、作業効率、労務費
の予算消化などについて、工事中の段
階で管理が不十分で、労務費が予算に
対して、平均20%の超過になっていた。

経営コンサルタントによる現場管理シ
ステム導入、社員 教育、社内研修を実
施した結果、工事全体の計画及び経 過、
結果を把握することができるようにな
り、作業内容の 改善と作業員の意識改
善が図れ、作業効率を改善するこ とが
できた結果、労務費超過を圧縮するこ
とができた。

高圧コイルネイラの
導入

大工工事の際に、インパクトドライ
バーを使用しており、1 本の釘を打つ
のに5秒かかっていた。75mmの釘ま
でしか 打てないため、それを超える長
さの釘を打つ際は、いったん下穴をあ
けてから釘を打っていた。ビスは、ハ
ンマーで手打ちしていた。

高圧コイルネイラを導入し、大工工事
の釘打ち作業の時 間短縮化（5秒→0.5
秒）ができ作業効率が改善した。天井 
部分の釘打ちについても、釘打ちの時
間が短縮したため、 身体的負担も減っ
た。

【建設業】業務改善助成金 活用事例 3
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業務改善助成金

取組み内容 導入前の状況 導入後の効果

工場改修工事 エクステリア工事などの積み込み作業
や入荷材料の整理に時間がかかってお
り、セメント用の砂を都度購入してい
た。

工事予定の商材の置き場を確保できた
ため、入荷整理と出荷積み込みが楽に
なり、時間短縮につな がった。不良在
庫置き場を処分し、組み立て作業の動
線を見直し、入荷棚を新設したことで
仕分けが簡単になり、組み立て作業の
効率化を実現できた。助成金利用を機
に工具の整理等改善活動の継続が社風
になりつつあり、よい傾向がみられる。

【建設業】業務改善助成金 活用事例 4
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働き方改革推進支援助成金
【業種別課題対応コース（建設業）】
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働き方改革推進支援助成金
【業種別課題対応コース（建設業）】

申請期限：令和６年11月29日
事業完了期限：令和7年1月31日
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働き方改革推進支援助成金
【業種別課題対応コース（建設業）】
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働き方改革推進支援助成金
【業種別課題対応コース（建設業）】



19

働き方改革推進支援助成金
【適用猶予業種等対応コース（建設業）】
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働き方改革推進支援助成金
【適用猶予業種等対応コース（建設業）】
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働き方改革推進支援助成金

取組み内容 導入前の状況 導入後の効果

自動追尾型測量機の
導入

従来の測量機は２名で作業にあたる必
要があったため、同じ現場で別の作業
を行っている人や、別の現場から人を
呼ぶ必要があり、人的な労力を要して
いた。

２名で行っていた測量業務を１名で完結させるこ
とができるようになり、他の業務にリソースを投
入することで、現場の効率が上がった。杭の打設
作業に伴う測量は、杭16本あたり月に25日間の作
業が必要となる。これまでは２人で１日８時間作
業し、計 400時間を要していたが、１人になった
ので計200時間で済むようになった。残る１人が他
の業務にあたることで、時間外労働で行っていた
業務を時間内に終わらせることができるようにな
り、社内で月100時間程度の労働時間を削減できた。
また、手動でピントを合わせる必要が無くなり、
測量の精度を標準化することができた。

（成果目標）
時間外・休日労働 時間数を縮減し、 月60時間以下
に上限を設定

【建設業】働き方改革推進支援助成金 活用事例 1
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働き方改革推進支援助成金

取組み内容 導入前の状況 導入後の効果

人手不足の対策とし
てAR、MRの活用

新規入職者が少なく、人手不足である。
新規採用が思い通り行かないなか、 よ
り少ない人数で作業ができるような省
力化を必要としていた。

MRグラスと一体化したヘルメットおよびソフト
ウェアを導入した。使用例としては、製図用のソ
フトウェア （CAD）で作成した図面のデータを取
り込み、図面上の寸法と目の前にある製品の実寸
をMRグラスの画面上で比較することができる。製
品の実寸を測る作業は、従来はメジャーを用いて、
2人がかりで30分ほどかけて行っていた。MRグラ 
スを使うと1人で25分ほどで採寸できるため、作業
時間の累計としては半分に減らすことができてい
る。 若手社員がMRグラスを活用した体験を社外
の友人等に話してくれており、業界・企業の魅力
向上につながると考えている。。

（成果目標）
ー

【建設業】働き方改革推進支援助成金 活用事例 2
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両立支援等助成金
【出生時両立支援コース

（子育てパパ支援助成金）】
【介護離職防止支援コース】
【育児休業等支援コース】
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両立支援等援助成金
【出生時両立支援コース（子育てパパ支援助成金） 】
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両立支援等援助成金
【出生時両立支援コース（子育てパパ支援助成金） 】



26

両立支援等援助成金
【介護離職防止支援コース】
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両立支援等援助成金
【介護離職防止支援コース】
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両立支援等援助成金
【介護離職防止支援コース】
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６５歳超雇用推進助成金
【６５歳超継続雇用促進コース】
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65歳超雇用推進助成金
【65歳超継続雇用促進コース】



31

65歳超雇用推進助成金
【65歳超継続雇用促進コース】
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キャリアアップ助成金
【正社員化コース】
【社会保険適用時処遇改善コース】
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キャリアアップ助成金
【正社員化コース】
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キャリアアップ助成金
【社会保険適用拡大処遇改善コース】
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同一労働同一賃金について

・パートタイム労働者や有期雇用労働者の待遇 ⇒ 通常の労働者と比較して低くなりがち

・パートタイム・有期雇用労働法 ⇒ 同一企業内における通常の労働者とパートタイム労働
者及び有期雇用労働者との間の不合理な待遇の差をなくし、均等・均 衡待遇の確保を推
進することを目指す 
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同一労働同一賃金について
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同一労働同一賃金について
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同一労働同一賃金について
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同一労働同一賃金について
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同一労働同一賃金について
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